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１

尼
崎
の
文
化
財
・
民
俗

　
は
じ
め
に
　
人
間
の
文
化
的
活
動
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
、

有
形
・
無
形
の
文
化
遺
産
の
こ
と
を
「
文
化
財
」
と
い
い
ま
す
。

昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
文
化
財
保
護
法
が
公
布
・
施
行

さ
れ
て
以
降
、
用
語
・
概
念
と
し
て
広
く
一
般
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
同
法
は
次
の
と
お
り
分
野
・
種
類
を
列

記
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
歴
史
的
・
文
化
的
・
学
術
的
・
芸
術
的

価
値
の
高
い
も
の
、
歴
史
・
文
化
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
を
「
文
化
財
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

①
有
形
文
化
財　

建
造
物
・
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
品
・
書
跡
・

典て
ん
せ
き籍
・
古
文
書
・
考
古
資
料
・
歴
史
資
料

②
無
形
文
化
財　

演
劇
・
音
楽
・
工
芸
技
術
等

③
民
俗
文
化
財　

衣
食
住
・
生
業
・
信
仰
・
年
中
行
事
等
に
関

す
る
風
俗
慣
習
、
民
俗
芸
能
、
民
俗
技
術
及
び
こ
れ
ら
に
用

い
ら
れ
る
衣
服
・
器
具
・
家
屋
等

④
記
念
物　

貝
塚
・
古
墳
・
都
城
跡
・
城
跡
・
旧
宅
等
の
遺
跡
、

庭
園
・
橋き

ょ
う
り
ょ
う梁
・
峡き
ょ
う
こ
く谷・
海
浜
・
山
岳
等
の
名
勝
地
、
動
植

物
（
生
息
地
・
自
生
地
等
を
含
む
）・
地
質
鉱
物

⑤
文
化
的
景
観　

地
域
に
お
け
る
生
活
・
生
業
・
風
土
に
よ
り

形
成
さ
れ
た
景
観
地

⑥
伝
統
的
建
造
物
群　

周
囲
の
環
境
と
一
体
を
な
し
て
歴
史
的

風
致
を
形
成
し
て
い
る
伝
統
的
な
建
造
物
群

　

尼
崎
地
域
に
も
、
数
多
く
の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う

ち
、
考
古
資
料
・
埋
蔵
文
化
財
に
つ
い
て
は
本
書
第
Ⅲ
部
第
二

章
「
尼
崎
の
古
代
」
の
第
一
節
〈
入
門
編
〉
及
び
次
項
の
コ
ラ

ム
「
教
育
委
員
会
の
文
化
財
調
査
」
に
解
説
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
こ
れ
以
外
の
文
化
財
・
民
俗
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま

す
。

　
尼
崎
市
の
文
化
財
保
護
行
政
　
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
）

三
月
末
現
在
、
尼
崎
市
内
に
は
国
指
定
一
〇
件
、
兵
庫
県
指
定

一
一
件
、
尼
崎
市
指
定
四
五
件
の
指
定
文
化
財
が
あ
り
、
加
え

て
一
〇
件
の
国
登
録
文
化
財
が
あ
り
ま
す
（
個
人
所
有
の
指
定

文
化
財
を
除
く
）。
明
治
・
大
正
期
に
指
定
を
受
け
た
国
指
定
重

要
文
化
財
五
件
を
除
い
て
、
す
べ
て
昭
和
四
〇
年
代
以
降
に
指

定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

戦
後
初
期
、
市
の
文
化
財
保
護
行
政
を
担
当
し
た
の
は
、
市

教
育
委
員
会
の
社
会
教
育
課
で
し
た
。
教
育
委
員
会
発
足
以
前

の
教
育
部
の
時
代
、
文
化
財
保
護
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
二
五

年
に
は
『
史
蹟
探
査
巡
覧
テ
キ
ス
ト
』、
翌
二
六
年
に
は
『
尼

崎
市
史
蹟
の
手
引
』
を
発
行
し
、
市
民
に
対
す
る
啓
発
を
開
始

し
て
い
ま
す
。
昭
和
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
尼
崎
市
史
編
集
事

業
（
昭
和
三
七
年
開
始
）
に
と
も
な
う
市
内
の
歴
史
資
料
・
文

化
財
調
査
が
始
ま
り
、
加
え
て
こ
の
前
後
に
重
要
な
考
古
遺
跡

の
発
見
・
発
掘
が
相
次
ぎ
ま
す
。
な
か
で
も
昭
和
四
〇
年
に
発

見
さ
れ
た
田た

の能
遺
跡
は
注
目
を
集
め
、
市
民
の
関
心
が
高
ま
っ

た
こ
と
も
施
策
を
進
め
る
大
き
な
機
運
と
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
四
四
年
六
月
の
田
能
遺
跡
の
国
史
跡
指
定
、
翌
四
五
年

七
月
の
市
立
田
能
資
料
館
設
置
に
続
い
て
、
四
七
年
九
月
に
は

尼
崎
郷
土
史
研
究
会
か
ら
「
市
立
郷
土
資
料
館
建
設
に
つ
い
て

の
請
願
」
が
市
議
会
議
長
に
提
出
さ
れ
る
な
ど
、
文
化
財
保
護

行
政
充
実
の
市
民
要
望
が
高
ま
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
動
向
を

受
け
て
、
昭
和
四
八
年
一
〇
月
、
市
立
立
花
小
学
校
の
空
き
教

室
を
改
装
し
、
考
古
遺
物
・
民
俗
資
料
等
を
収
蔵
す
る
市
立
文

化
財
収
蔵
庫
が
開
設
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
昭
和
五
七
年
四
月
に

は
尼
崎
市
文
化
財
保
護
条
例
が
施
行
さ
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
い

設
置
さ
れ
た
尼
崎
市
文
化
財
保
護
審
議
会
が
市
内
の
文
化
財
保

護
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
成

二
一
年
一
月
に
は
文
化
財
収
蔵
庫
が
南
城
内
の
旧
市
立
城
内
中

学
校
校
舎
（
元
尼
崎
高
等
女
学
校
校
舎
）
に
移
転
し
、
同
年
四
月

常
設
展
示
室
を
一
般
公
開
、
平
成
二
六
年
度
に
は
企
画
展
示
室

も
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
間
、
市
教
育
委
員
会
で
は
文
化
財
・
民
俗
調
査
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
史
跡
・
文
化
財
の
案
内
・
解
説
板
の
設
置
や

展
示
・
講
座
等
の
普
及
活
動
を
実
施
し
、
平
成
七
年
に
発
生
し

た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
は
被
災
文
化
財
の
保
存
修
理
に
も
取

り
組
み
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
の
成
果
刊
行
物
を
、
本
項
末

尾
の
参
考
文
献
一
覧
に
列
挙
し
て
い
ま
す
。

　『
尼
崎
市
史
』
第
一
〇
巻
　
一
方
、『
尼
崎
市
史
』
の
な
か
で

文
化
財
・
民
俗
を
取
り
あ
げ
る
の
は
、
昭
和
四
九
年
発
行
の
第

一
〇
巻
で
す
。
こ
の
巻
の
特
色
は
、
彫
刻
・
絵
画
・
建
築
と
い
っ

た
一
般
的
な
有
形
文
化
財
及
び
民
俗
に
加
え
て
、
石
造
美
術
と

地
名
（
大お
お
あ
ざ字
名
・
小こ
あ
ざ字
名
）
ま
で
幅
広
く
収
録
し
て
い
る
点
に

あ
り
ま
す
。
以
下
、
章
ご
と
に
み
て
い
き
ま
す
。

第
一
章
「
尼
崎
の
彫
刻
と
絵
画
」　

一
「
彫
刻
と
太た

ち刀
」
は
毛
利

久ひ
さ
し

氏
、
二
「
絵
画
」
は
磯い
そ

博ひ
ろ
し

氏
が
調
査
・
執
筆
を
担
当
し
ま

し
た
。
な
お
、
調
査
期
間
・
規
模
等
の
制
約
か
ら
対
象
を
社
寺

の
所
蔵
作
品
に
限
定
し
、
市
民
が
所
有
す
る
も
の
の
調
査
は
行

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

彫
刻
は
、
仏
像
な
ど
仏
教
関
係
を
中
心
に
、
市
内
最
古
の
仏

像
と
考
え
ら
れ
る
寺
町
・
大
覚
寺
の
伝で

ん
に
ち
ら
ぞ
う

日
羅
像
や
国
指
定
重
要

文
化
財
で
あ
る
開
明
町
・
本
興
寺
の
木も

く
ぞ
う造
日に
ち
り
ゅ
う隆
上し
ょ
う
に
ん人
坐ざ
ぞ
う像（

本

書
第
Ⅰ
部
掲
載
）
な
ど
、
計
一
七
点
を
掲
載
し
、
く
わ
し
く
解

説
し
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
秘
仏
と
し
て
調
査
は
お
ろ
か
拝
観

す
ら
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
数
例
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方

で
、
地
元
で
日
常
的
に
礼
拝
さ
れ
て
い
た
仏
像
に
つ
い
て
、
こ

の
調
査
に
よ
り
は
じ
め
て
文
化
財
と
し
て
の
価
値
が
明
ら
か
に

な
っ
た
例
も
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
五
一
年
に
県
指
定
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
た
戸と

の
う
ち

ノ
内
・
治じ
で
ん
じ

田
寺
の
木も
く
ぞ
う造
阿あ

み

だ
弥
陀
如に
ょ
ら
い来
坐ざ
ぞ
う像

（
第
Ⅰ
部
掲
載
）
を
は
じ
め
、
の
ち
に
県
・
市
指
定
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

太
刀
は
国
指
定
重
要
文
化
財
の
二
口
、
本
興
寺
の
銘め

い

恒つ
ね
つ
ぐ次

（
数じ
ゅ
ず
ま
る

珠
丸
）
と
櫻
井
神
社
の
銘め
い

守も
り
い
え家

（
現
在
は
尼
信
文
化
基
金
所
蔵
）

を
掲
載
し
、解
説
を
加
え
て
い
ま
す
（
い
ず
れ
も
第
Ⅰ
部
掲
載
）。

　

絵
画
は
、い
ず
れ
も
の
ち
に
市
指
定
文
化
財
と
な
っ
た
寺
町
・

長ぢ
ょ
う
お
ん
じ

遠
寺
の
絹け
ん
ぽ
ん本
著ち
ゃ
く
し
ょ
く色
涅ね
は
ん
ず

槃
図
及
び
常
光
寺
所
在
の
浄
光
寺
が

所
蔵
す
る
紙し

ほ
ん本
着ち
ゃ
く
し
ょ
く色
浄じ
ょ
う
こ
う
じ

光
寺
縁え
ん
ぎ
ず

起
図（
い
ず
れ
も
第
Ⅰ
部
掲
載
）

を
は
じ
め
、
絵
馬
や
天
井
画
、
障
壁
画
な
ど
十
数
点
を
掲
載
し
、

こ
れ
も
く
わ
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

第
二
章
「
尼
崎
の
石
造
美
術
」　

田
岡
香こ
う
い
つ逸
氏
が
調
査
・
執
筆
を

担
当
し
、
福
沢
邦
夫
氏
が
採
寸
及
び
拓
本
採
り
作
業
に
協
力
し

ま
し
た
。

　

調
査
対
象
の
造ぞ

う
り
ゅ
う立
年
代
を
中
世
に
限
定
し
、
尼
崎
市
域
に

は
こ
の
当
時
田
岡
氏
が
分
類
し
て
い
た
二
六
種
類
の
う
ち
十
種

類
が
見
出
せ
る
と
し
、
在
銘
遺
品
一
六
九
基
・
無
銘
遺
品
四
二

基
を
採
録
。
そ
の
う
え
で
、「
ま
と
め
」
と
し
て
石
材
の
種
類

と
推
定
産
地
、
想
定
さ
れ
る
石
工
の
出
身
系
統
、
中
世
尼
崎
地

域
に
布
教
し
た
仏
教
宗
派
と
の
相
関
関
係
な
ど
に
言
及
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
銘
文
（
金き
ん
ぶ
ん文
）
が
施
さ
れ
た

梵ぼ
ん
し
ょ
う
鐘
・
鰐わ
に
ぐ
ち口
・
雲う
ん

版ば
ん

計
五
点
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
本
書
第
Ⅰ
部
に
は
石
造
美
術
品
の
前
記
十
分
類
の
う

ち
の
五
種
類
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
尼
崎
地
域
の

遺
品
計
六
点
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
第
Ⅲ
部
第
三
章
「
尼

崎
の
中
世
」
の
第
一
節
〈
入
門
編
〉
に
は
、
囲
み
記
事
「
尼
崎

地
域
に
お
け
る
石
造
美
術
調
査
」
と
し
て
田
岡
氏
の
事
績
を
紹

介
し
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

第
三
章
「
尼
崎
の
建
築
」  

浅
野
清
氏
が
監
修
し
、
一
「
寺
社
」

は
浅
野
氏
と
櫻
井
敏
雄
氏
、
二
「
民
家
」
三
「
明
治
の
洋
風
建

築
」
は
青
山
賢よ

し
の
ぶ信
氏
が
調
査
・
執
筆
を
担
当
し
ま
し
た
。

　

一
「
寺
社
」
は
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
始
ま
る
尼
崎

城
築
城
に
と
も
な
い
町
場
の
寺
院
が
移
転
し
た
寺
町
に
お
い

て
、
近
世
初
頭
の
遺
構
を
残
す
と
し
て
本
興
寺
と
長
遠
寺
を
重

寺町・大覚寺節
せつぶんえ
分会　狂言と護

ご ま た き
摩焚き　昭和46年2月3日撮影

『尼崎市史』第10巻に調査・掲載した民家建築の例（いずれも昭和49年6月撮影）

農家　時
ときとも

友・古田嘉章家 町家　中
な か ざ い け

在家町・塩見忠造家
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点
的
に
解
説
し
た
う
え
で
、「
そ
の
他
の
寺
院
」
と
し
て
寺
町

の
四
か
寺
を
含
む
市
域
六
か
寺
の
本
堂
を
紹
介
。
さ
ら
に「
門
」

「
神
社
」
と
い
う
項
目
を
設
け
、
前
者
は
こ
れ
も
寺
町
を
中
心

に
寺
院
の
門
に
つ
い
て
考
察
の
う
え
、
多
く
は
近
世
中
期
の
薬や

く

医い
も
ん門

（
本
柱
・
控
え
柱
二
本
ず
つ
に
切き
り
づ
ま妻
屋
根
を
か
け
る
門
）
で
あ

る
と
分
析
、
後
者
は
当
時
す
で
に
県
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
っ

た
富と

ま
つ松
神
社
本
殿
と
、
の
ち
に
県
指
定
重
要
文
化
財
と
な
る

長な
が
す洲
天
満
神
社
本
殿
（
い
ず
れ
も
本
書
第
Ⅰ
部
掲
載
）
を
掲
載
し
、

解
説
を
加
え
て
い
ま
す
。

　

二
「
民
家
」
は
、
早
期
に
都
市
化
が
進
む
尼
崎
市
域
、
特
に

旧
尼
崎
城
下
の
町
家
は
ほ
と
ん
ど
残
存
し
て
い
な
い
と
予
想
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
に
建
て
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
農

家
七
〇
数
棟
及
び
築
地
町
を
中
心
に
町
家
数
十
棟
を
確
認
し
た

と
し
て
、
農
家
一
九
棟
、
町
家
一
四
棟
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
、
農
家
に
つ
い
て
平
入
り
四
間
取
り
・
妻
入
り
縦

割
り
・
妻
入
り
横
割
り
と
い
う
三
種
類
の
混
在
を
指
摘
し
、
さ

ら
に
築
地
町
に
残
る
近
世
の
町
割
り
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
民
家
の
な
か
に
は
、
そ
の
後
の
都
市
化
や
阪

神
・
淡
路
大
震
災
を
機
に
失
わ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
昭
和
四
〇

年
代
で
な
け
れ
ば
記
録
し
得
な
か
っ
た
貴
重
な
調
査
記
録
と
い

え
ま
す
。

　

三
「
明
治
の
洋
風
建
築
」
は
、
ユ
ニ
チ
カ
記
念
館
と
阪
神
電

鉄
尼
崎
倉
庫
（
い
ず
れ
も
本
書
第
Ⅰ
部
掲
載
）
を
紹
介
・
解
説
し

て
い
ま
す
。

第
四
章
「
尼
崎
の
民
俗
」　

市
史
編
修
室
職
員
の
山
下
幸さ
ち
こ子
氏
が
、

同
室
職
員
の
協
力
を
得
て
調
査
・
執
筆
し
ま
し
た
。

　
「
農
耕
儀
礼
と
年
中
行
事
」、誕
生
か
ら
葬
礼
ま
で
一
生
の「
通

過
儀
礼
」、
氏
神
・
鎮
守
の
講
や
宮
座
な
ど
を
記
録
す
る
「
ム

ラ
で
の
信
仰
と
集
ま
り
」、
農
業
知
識
や
ま
じ
な
い
・
こ
と
わ

ざ
な
ど
を
記
す
「
生
活
の
知
恵
」、
獅
子
舞
や
仕
事
歌
な
ど
を

記
録
す
る
「
ム
ラ
の
芸
能
と
娯
楽
」、
伝
説
・
民
話
な
ど
を
収

録
す
る
「
伝
承
と
伝
説
」
と
い
う
六
項
目
か
ら
な
り
、
多
く
は

旧
農
業
集
落
の
〝
ム
ラ
〟
に
取
材
す
る
一
方
で
、
旧
尼
崎
城
下

＝
〝
マ
チ
〟
の
民
俗
及
び
、
漁
村
・
漁
業
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
調
査
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。

第
五
章
「
尼
崎
の
小こ
あ
ざ字
名
」　

落
合
重
信
氏
が
調
査
・
執
筆
を
担

当
し
ま
し
た
。

　

尼
崎
市
域
の
大お

お
あ
ざ字
別
に
、
昭
和
一
〇
年
代
に
大
日
本
帝
国
市

町
村
地
図
刊
行
会
が
刊
行
し
た
市
村
別
の
『
土
地
宝
典
』
な
ど

か
ら
採
録
し
た
小
字
を
列
挙
し
、
あ
わ
せ
て
大
字
単
位
の
小
字

地
図
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
列
挙
し
た
小
字
に
は
、
昭
和
三
八

年
二
月
調
べ
の
「
尼
崎
市
町
名
大
字
小
字
名
調
書
」
が
記
録
す

る
読
み
を
聞
き
取
り
調
査
に
よ
り
補
い
、
読
み
仮
名
を
付
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
市
域
全
体
の
地
図
上
に
大
字
・
小
字
を
区

画
し
て
記
す
「
尼
崎
市
小
字
図
」
を
、
第
一
〇
巻
の
付
図
と
し

て
添
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
明
治
初
年
の
地
租
改
正
に
よ
り
統
合
さ
れ
る
以
前
の

近
世
の
字あ

ざ

が
村
絵
図
な
ど
に
よ
り
判
明
す
る
大
字
（
近
世
の
村
）

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
合
わ
せ
て
列
記
及
び
図
示
し
て
い
ま

す
。
本
書
第
Ⅲ
部
第
一
章「
尼
崎
の
地
理
・
地
形
」の
第
二
節〈
史

料
編
〉
３
「
地
名
を
調
べ
る
た
め
の
基
本
文
献
」
に
紹
介
し
て

い
る
と
お
り
、
尼
崎
地
域
の
地
名
研
究
に
お
け
る
基
本
資
料
文

献
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
尼
崎
郷
土
史
研
究
会
に
よ
る
文
化
財
・
民
俗
調
査
　
昭
和
三

六
年
に
発
足
し
た
尼
崎
郷
土
史
研
究
会
は
、
発
足
当
初
か
ら
市

内
の
文
化
財
・
民
俗
に
関
心
を
寄
せ
、
調
査
・
研
究
や
保
存
活

動
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
昭
和
四
六
年
に
創
刊
し
た
会
報

『
み
ち
し
る
べ
』
を
は
じ
め
同
会
刊
行
物
に
、
会
員
に
よ
る
数

多
く
の
調
査
報
告
論
考
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
『
み
ち
し
る
べ
』
第
三
三
号
・第
三
四
号
（
二
〇
〇
五・

三
、
二
〇
〇
六
・
三
）
を
「
尼
崎
の
伝
説
特
集
号
」
と
し
、
市
域

の
地
区
別
に
ま
と
め
た
伝
説
を
掲
載
し
ま
し
た
（
羽は

ま間
美
智
子

編
集
）。
各
地
区
に
伝
わ
る
伝
説
を
可
能
な
限
り
収
録
し
、
こ

れ
を
伝
え
る
歴
史
的
な
典
拠
文
献
を
判
明
す
る
限
り
列
記
し
て

お
り
、
平
成
年
代
に
記
録
し
得
る
尼
崎
地
域
の
伝
説
・
伝
承
の

決
定
版
を
目
指
す
内
容
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
同
会
が
組
織
的
に
取
り
組
ん
だ
お
も
な
調
査
事

業
と
し
て
、
昭
和
五
〇
年
代
と
平
成
二
〇
年
代
の
二
次
に
わ
た

り
実
施
し
た
市
内
の
道
標
調
査
、
こ
れ
も
昭
和
五
〇
年
代
に
実

施
し
た
神
社
調
査
、
昭
和
六
一
・
六
二
年
度
に
実
施
し
た
絵
馬

調
査
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
調
査
成
果
は
、
い
ず
れ
も

同
会
ま
た
は
市
教
育
委
員
会
が
刊
行
す
る
調
査
報
告
書
等
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
後
掲
主
要
参
考
文
献
参
照
）。

　
お
わ
り
に
　
以
上
、市
教
育
委
員
会
の
文
化
財
保
護
行
政
、

『
尼
崎
市
史
』
第
一
〇
巻
、
尼
崎
郷
土
史
研
究
会
と
い
う
三
項

目
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
手
が
け
る
尼
崎
地
域
の
文
化
財
・

民
俗
を
め
ぐ
る
営
み
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
昭
和
六
〇
年
か
ら
六
一
年
に
か
け
て
読
売
新
聞

阪
神
・
尼
崎
版
に
連
載
し
た
尼
崎
を
含
む
阪
神
地
域
の
民
話
・

伝
説
を
ま
と
め
た
同
阪
神
支
局
編
『
阪
神
間
の
民
話
散
歩　

む

か
し
と
今
と
』（
阪
神
読
売
会
、
一
九
八
七
）、
山
神
一い
ち
こ子
氏
が
尼

崎
医
療
生
協
広
報
紙
『
に
じ
と
健
康
』
に
一
七
年
間
に
わ
た
り

連
載
し
た
市
内
史
跡
紹
介
を
ま
と
め
た
『
尼
の
散
歩
道
』（「
尼

の
散
歩
道
」
を
広
め
る
会
、
一
九
九
六
）、
あ
ま
が
さ
き
未
来
協
会

ま
ち
づ
く
り
研
究
所
研
究
委
員
・
米
山
俊
直
氏
提
唱
の
都
市
に

お
け
る
新
た
な
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
（
民
話
・
伝
承
）
記
録
運
動
の

実
践
結
果
を
ま
と
め
た
『
ネ
オ
・
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
入
門　

あ
ま

が
さ
き
発
「
街
か
ど
学
」
の
す
す
め
』（
財
団
法
人
あ
ま
が
さ
き

未
来
協
会
編
、
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
）
な
ど
、

尼
崎
地
域
の
史
跡
・
文
化
財
・
民
俗
に
取
り
組
ん
だ
事
例
や
成

果
刊
行
物
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

　

も
っ
と
も
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
園
田
学
園
女
子
大
学
が
地

域
と
連
携
し
な
が
ら
民
俗
・
伝
承
を
掘
り
起
こ
し
、
地
域
活
性

化
に
役
立
て
る
事
業
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
の
成
果
物
と
し

て
尼
崎
地
域
の
伝
説
百
話
を
収
録
・
考
察
す
る
大
江
篤
編
『
尼

崎
百
物
語
』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
）
が
刊

行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
保
護
の
法
制
度
や
、
概
念
そ
の
も
の
も
変
化
し
て
き

て
い
ま
す
。
平
成
八
年
に
は
文
化
財
保
護
法
の
改
正
に
よ
り
、

従
来
の
指
定
文
化
財
制
度
よ
り
対
象
を
広
げ
た
登
録
有
形
文
化

財
の
制
度
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
歴
史
的
・
文
化

的
価
値
基
準
に
照
ら
し
て
普
遍
性
を
持
つ
指
定
文
化
財
の
重
要

性
を
認
め
つ
つ
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
多
様
な
文
化
財
の
地

域
資
源
・
歴
史
遺
産
と
し
て
の
価
値
を
認
め
る
、
社
会
の
新
た

な
考
え
方
が
反
映
し
て
い
ま
す
。
特
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以

降
は
、
文
化
財
保
存
を
行
政
ま
か
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
住

民
や
地
域
団
体
、
大
学
等
の
専
門
機
関
・
専
門
家
な
ど
が
行
政

と
協
働
し
、
多
様
な
文
化
財
を
社
会
の
な
か
で
保
全
・
活
用
す

る
と
い
う
考
え
方
が
定
着
し
、
実
践
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
や
民
俗
を
め
ぐ
る
社
会
の
動
向
や
目
線
も
、
時
代
と

と
も
に
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

〔
執
筆
者
〕
羽は

ま間　

美み

ち

こ
智
子
／
地
域
研
究
史
料
館
（
担
当

辻つ
じ
か
わ
あ
つ
し

川
敦
）

　
尼
崎
の
文
化
財
・
民
俗
に
関
す
る
主
要
参
考
文
献
、

　
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
紀
要
『
地
域
史
研
究
』

　
掲
載
論
文
・
史
料
等
一
覧

〔
尼
崎
市
教
育
委
員
会
の
刊
行
物
〕

『
尼
崎
史
蹟
の
枝
折
』
一
九
六
一

『
尼
崎
の
文
化
財
』
尼
崎
の
社
会
教
育
四
四
―
一
二　

一
九
六

九　

こ
の
の
ち『
尼
崎
の
史
跡（
史
蹟
）』『
尼
崎
の
文
化
財
』

『
尼
崎
の
史
跡
・
文
化
財
』
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
り
、
同

様
の
内
容
の
刊
行
物
を
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
刊
行

『
尼
崎
の
史
跡
・
文
化
財
』（
地
図
）
一
九
八
〇　

以
後
数
次

に
わ
た
り
改
訂

『
尼
崎
の
文
化
財
』
一
九
八
五　

第
二
版
一
九
八
六

『
尼
崎
の
史
跡
・
文
化
財
案
内
』
一
九
九
七　

以
後
第
三
版
（
二

〇
〇
九
）
ま
で
改
訂

『
み
ど
こ
ろ
案
内　

尼
崎
の
史
跡
・
文
化
財
』
二
〇
一
六

　
分
野
・
テ
ー
マ
別

『
古
老
か
ら
き
い
た
歴
史
』
尼
崎
の
社
会
教
育
四
四
―
五　

一

九
六
九

『
尼
崎
の
民
具
』
尼
崎
市
民
俗
資
料
調
査
報
告
図
録
Ⅰ　

尼
崎

市
民
俗
資
料
調
査
団
編
集　

一
九
七
一

『
尼
崎
の
民
俗
資
料
』
尼
崎
市
文
化
財
調
査
報
告
第
一
〇
集
・

資
料
集
第
三
集　

尼
崎
市
教
育
委
員
会
・
尼
崎
市
民
俗
資
料

調
査
団
編
集　

一
九
七
五

『
尼
崎
の
農
具
』
尼
崎
市
文
化
財
調
査
報
告
第
一
七
集　

一
九

八
五

『
尼
崎
の
漁
業
』
尼
崎
市
文
化
財
調
査
報
告
第
一
九
集　

一
九

八
八

『
尼
崎
の
絵
馬
』
尼
崎
市
文
化
財
調
査
報
告
第
二
〇
集　

一
九

八
八

『
尼
崎
市
の
指
定
文
化
財
』
尼
崎
市
文
化
財
調
査
報
告
第
二
三

集　

一
九
九
二

『
尼
崎
の
社
寺
建
造
物
』
尼
崎
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
一

集　

二
〇
〇
二

あまがさき未来協会編
『ネオ・フォークロア入門』

ネオ・フォークロアの聞き取り調査
を行なう米山俊直氏（向かって右）

大江篤編『尼崎百物語』
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第
Ⅲ
部
特
論
２
「
文
化
財
・
民
俗
」

『
尼
崎
の
神
社
・
寺
院
建
築
』
二
〇
〇
二

『
く
ら
し
を
さ
さ
え
た
道
具
と
技
術
』
文
部
科
学
省
科
学
研
究

費
特
定
領
域
研
究
（
Ａ
）
日
本
近
代
産
業
史
の
実
証
的
研
究

班
と
の
共
同
刊
行　

二
〇
〇
四

〔
文
化
財
保
存
修
理
報
告
書
〕

『
重
要
文
化
財
本
興
寺
開
山
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
重
要
文
化

財
本
興
寺
開
山
堂
修
理
委
員
会
編
集
・
刊
行　

一
九
六
三

『
重
要
文
化
財
長
遠
寺
本
堂
・
多
宝
塔
保
存
修
理（
災
害
復
旧
）

工
事
報
告
書
』『
重
要
有
形
文
化
財
長
遠
寺
客
殿
・
庫
裏
・

鐘
楼
保
存
修
理
（
災
害
復
旧
）
工
事
報
告
書
』
財
団
法
人
文

化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
著
作
・
編
集　

長
遠
寺　

一
九

九
八

『
重
要
文
化
財
本
興
寺
方
丈
・
開
山
堂
保
存
修
理（
災
害
復
旧
）

工
事
報
告
書
』
財
団
法
人
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
著

作
・
編
集　

本
興
寺　

一
九
九
八

『
尼
崎
市
指
定
有
形
文
化
財
本
興
寺
鐘
楼
（
災
害
復
旧
）
保
存

修
理
工
事
報
告
書
』
財
団
法
人
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協

会
編
集　

本
興
寺　

一
九
九
九

『
大
覚
寺
文
書
保
存
修
理
事
業
報
告
書
』
尼
崎
市
教
育
委
員
会

編
集　

大
覚
寺　

二
〇
〇
八

〔
尼
崎
市
史
編
修
室
・
地
域
研
究
史
料
館
の
編
集
・
刊
行
物
〕

『
尼
崎
の
彫
刻
と
絵
画
』
市
政
Ｐ
Ｒ
シ
リ
ー
ズ　

尼
崎
市
史
編

修
室
編
集　

尼
崎
市
広
報
課　

一
九
七
四

『
尼
崎
の
文
化
遺
産
』
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
編
集
・
刊

行　

一
九
八
一

〔
尼
崎
郷
土
史
研
究
会
の
刊
行
物
〕

『
尼
崎
の
み
ち
し
る
べ
』
一
九
八
〇

『
尼
崎
の
神
社
』
調
査
研
究
報
告
第
二
集　

一
九
八
二

『
尼
崎
の
道
標
』
二
〇
一
二

〔
兵
庫
県
の
刊
行
物
〕

『
尼
崎
桜
井
神
社
の
文
化
財
』
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
企
画
展

資
料
集
№
16　

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
編
集
・
刊
行　

一
九

九
二

〔『
地
域
史
研
究
』
掲
載
論
文
・
史
料
等
〕

尼
崎
の
歴
史
と
石
造
美
術
―
文
献
史
学
批
判
―

　

田
岡
香
逸　

第
五
巻
第
二
号

武
庫
村
の
民
俗
（
一
）（
二
）

　

松
田
直
一　

第
七
巻
第
二
号
・
第
三
号

尼
崎
市
円
受
寺
の
在
銘
一
石
五
輪
塔
二
基
―
尼
崎
市
史
の
補
遺

―　

田
岡
香
逸　

第
九
巻
第
一
号

西
摂
石
屋
の
石
造
文
化
圏
と
そ
の
石
大
工(

一
）
～
（
三
）　

田
岡
香
逸　

第
一
〇
巻
第
二
号
・
第
三
号
、
第
一
一
巻
第
一
号

尼
崎
如
来
院
の
嘉
暦
二
年
笠
塔
婆
（
一
）（
二
）　

　

田
岡
香
逸　

第
一
一
巻
第
三
号
、
第
一
二
巻
第
一
号

尼
崎
の
笠
塔
婆　

田
岡
香
逸　

第
一
六
巻
第
一
・
二
号

本
興
寺
方
丈
の
建
築
史
的
意
義
に
つ
い
て
―
配
置
と
平
面
形
態

―　

櫻
井
敏
雄　

第
一
八
巻
第
三
号

氏
神
熊
野
神
社
と
近
世
熊
野
信
仰
―
摂
津
国
尼
崎
の
熊
野
神
社

を
事
例
と
し
て
―　

豊
島
修　

第
二
八
巻
第
一
号

尼
崎
中
世
石
造
美
術
の
現
況
―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
調
査

結
果
―　

福
沢
邦
夫　

第
二
九
巻
第
一
号

源
融
伝
承
考　

宮
崎
亮
太　

第
三
二
巻
第
二
号

「
大
覚
寺
縁
起
絵
巻
」
と
「
槻
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
絵
巻
」 

　

髙
岸
輝　

第
三
三
巻
第
一
号

尼
崎
藩
の
領
界
碑　

田
中
敦　

第
三
六
巻
第
二
号

尼
崎
藩
の
領
界
碑
に
つ
い
て
―
古
文
書
調
査
か
ら
の
検
討
― 

岸
添
和
義　

第
三
八
巻
第
二
号

○
な
お
、
地
名
研
究
論
文
・
史
料
は
本
書
第
Ⅲ
部
第
一
章
「
尼

崎
の
地
理
・
地
形
」
第
一
節
〈
入
門
編
〉
末
尾
の
論
文
等
一

覧
に
「
地
名
研
究
」
と
し
て
掲
載
し
た
の
で
省
略
し
た
。

『尼崎の文化財』

第
Ⅲ
部
特
論
２
「
文
化
財
・
民
俗
」

教
育
委
員
会
の

文
化
財
調
査
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文
化
財
保
護
の
た
め
の
調
査
　
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る

事
務
の
う
ち
、「
文
化
財
保
護
に
関
す
る
こ
と
」
は
、
教
育
委

員
会
が
管
理
し
、
執
行
す
る
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
文
化
財
保
護
の
基
本
と
な
る
文
化
財

保
護
法
で
は
、「
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
文
化
財
が
わ

が
国
の
歴
史
、
文
化
等
の
正
し
い
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
将
来
の
文
化
の
向
上
発
展
の
基

礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
保
存
が
適
切
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
、
周
到
の
注
意
を
も
つ
て
こ
の
法
律
の
趣
旨

の
徹
底
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
対
象
と
な
る
文
化
財
を
「
有
形
文
化
財
」「
無
形
文

化
財
」「
民
俗
文
化
財
」「
記
念
物
」「
文
化
的
景
観
」「
伝
統
的

建
造
物
群
」「
文
化
財
の
保
存
技
術
」
に
わ
け
、
指
定
（
選
定
）

ま
た
は
登
録
に
よ
る
保
護
の
措
置
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

遺
跡
は
土
地
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
文
化
財
「
埋
蔵
文
化
財
」
と

し
て
、
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
で
は
文
化
財
保
護
を
目
的
と
し

た
各
種
の
文
化
財
調
査
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的

に
文
化
財
保
護
法
に
示
さ
れ
て
い
る
調
査
は
、「
指
定
及
び
登

録
さ
れ
た
文
化
財
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
」
と
、「
指

定
・
登
録
等
、
保
護
の
措
置
を
講
じ
る
た
め
の
所
在
、
形
状
、

法
量
、
内
容
確
認
等
の
調
査
」
で
す
。
さ
ら
に
、
埋
蔵
文
化
財

の
記
録
の
作
成
の
た
め
の
発
掘
調
査
等
、
遺
跡
の
調
査
に
つ
い

て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
教
育
委
員
会
所
管
と
い
う
こ
と
で
は
、
博
物
館
や
資

料
館
も
博
物
館
法
に
も
と
づ
き
、
各
種
の
調
査
研
究
を
行
な
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
成
果
は
資
料
の
収
集
や
展
示
会
等
に

活
か
さ
れ
る
ほ
か
、
研
究
紀
要
や
図
録
、
報
告
書
と
し
て
刊
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
目
的
に
よ
っ
て
異
な
る
遺
跡
の
発
掘
調
査
　
教
育
委
員
会
の

文
化
財
調
査
で
も
っ
と
も
皆
さ
ん
に
な
じ
み
が
あ
る
の
が
、
遺

跡
の
発
掘
調
査
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
発
掘
調
査
も
必
ず
目

的
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
一
定
の
研
究
の
た

め
に
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
遺
跡
を
選

び
、
計
画
的
に
発
掘
す
る
「
学
術
目
的
の
調
査
」
で
す
。
も
う

ひ
と
つ
が
、
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
り
、
お
も
に
地
方
公
共
団

体
が
文
化
財
保
護
を
目
的
と
し
て
行
な
う「
行
政
目
的
の
調
査
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
行
政
目
的
の
調
査
」
は
、
史
跡
整
備
の
た
め
の

情
報
を
得
る
た
め
な
ど
、
遺
跡
の
保
存
を
目
的
と
し
た
調
査
と

開
発
事
業
等
に
先
立
つ
記
録
の
保
存
を
目
的
と
し
た
調
査
に
区

別
で
き
ま
す
。
現
在
、
わ
が
国
で
行
な
わ
れ
て
い
る
年
間
約
八

千
件
の
発
掘
調
査
の
う
ち
、
九
割
以
上
が
、
こ
の
記
録
の
保
存

の
た
め
の
発
掘
調
査
に
あ
た
り
ま
す
。

　

遺
跡
保
存
の
た
め
の
調
査
は
、
歴
史
や
文
化
を
理
解
す
る
う

え
で
特
に
重
要
な
遺
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
様
子
や
範

囲
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
、
学
術
目
的

の
調
査
同
様
、
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
限
り
発
掘

し
、
調
査
に
よ
る
遺
跡
の
解
体
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
を

原
則
と
し
ま
す
。

　

一
方
、
記
録
の
保
存
を
目
的
と
し
た
発
掘
調
査
は
、
道
路
や

学
校
な
ど
の
公
共
施
設
、
マ
ン
シ
ョ
ン
や
店
舗
建
設
な
ど
の
民

間
事
業
等
、
開
発
事
業
と
遺
跡
の
保
護
に
つ
い
て
調
整
し
た
結

果
、
現
状
で
の
保
存
が
困
難
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、
工
事
に

よ
り
破
壊
さ
れ
る
遺
跡
の
記
録
を
作
成
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ

る
発
掘
調
査
で
す
。
そ
の
た
め
、
開
発
事
業
で
影
響
を
受
け
る

部
分
は
す
べ
て
調
査
し
、
最
大
限
の
情
報
を
適
切
に
得
て
、
そ

の
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
原
則

的
に
は
記
録
を
残
し
、
遺
跡
は
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
記
録
保
存
を
目
的
と
し
た
発
掘
調
査
は
、原
則
と
し
て
、

国
の
機
関
や
県
の
事
業
に
係
る
も
の
は
県
教
育
委
員
会
が
、
市

の
事
業
と
民
間
事
業
に
つ
い
て
は
、
市
教
育
委
員
会
が
調
査
を

担
当
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
記
録
保
存
の
た
め
の
発
掘
調
査
で
あ
っ
て
も
、
調

査
の
過
程
で
特
に
重
要
な
遺
跡
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
教

育
委
員
会
が
事
業
者
、
工
事
関
係
者
等
と
工
事
範
囲
や
工
事
方

法
等
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
の
う
え
、
理
解
と
協
力
を
得
て
工

事
内
容
を
変
更
し
、
遺
跡
が
保
存
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
対
象
地
を
取
得
す
る
こ
と
で
、
工
事

に
よ
る
破
壊
を
免
れ
、
遺
跡
が
保
護
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
尼
崎
市
で
は
、
工
事
中
に
遺
跡
が
偶
然
み
つ
か
り
、
十
分

な
調
査
体
制
が
整
わ
な
い
な
か
、
多
数
の
市
民
、
学
生
、
研
究

者
が
参
加
し
て
発
掘
調
査
さ
れ
た
田た

の能
遺
跡
の
例
が
こ
れ
に
あ

た
り
ま
す
。
田
能
遺
跡
で
は
非
常
に
重
要
な
遺
跡
が
発
見
さ
れ

た
こ
と
で
、
市
民
を
中
心
と
し
た
保
存
運
動
が
展
開
さ
れ
た
結

果
、
工
事
内
容
を
一
部
変
更
し
て
遺
跡
が
保
存
さ
れ
、
そ
の
後
、

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
調
査
成
果
の
保
存
と
活
用
　
教
育
委
員
会
で
は
、
①
指
定
・

登
録
さ
れ
た
文
化
財
を
保
存
し
、活
用
を
は
か
る
た
め
の
調
査
、

②
文
化
財
と
し
て
指
定
・
登
録
等
保
護
の
措
置
を
講
ず
る
た
め

の
調
査
、③
埋
蔵
文
化
財
の
記
録
作
成
等
の
た
め
の
発
掘
調
査
、

④
そ
の
他
の
歴
史
資
料
等
の
調
査
研
究
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
成
果
は
現
地
説
明
会
や
展
示
会
、
報
告
会
で
公
開
す
る
ほ

か
、報
告
書
や
図
録
等
と
し
て
刊
行
し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、

報
告
書
は
調
査
の
記
録
で
あ
り
、
学
術
的
な
水
準
に
即
し
た
内

容
で
刊
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
多
く

の
市
民
が
報
告
書
の
内
容
を
容
易
に
理
解
し
、
十
分
に
活
用
す

る
こ
と
は
困
難
な
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、

報
告
書
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
で
、
調
査
成
果
を
記
録
と
し
て

保
存
し
、
学
術
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
成
果
を
、
市
民
向
け
の
冊
子
の
刊
行
や
展
示
会
、

講
座
、
講
演
会
な
ど
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
も
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
調
査
成
果
が
学
術
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
だ
け
で

な
く
、
市
民
共
有
の
財
産
と
し
て
文
化
財
が
広
く
活
用
さ
れ
る

こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

　

な
お
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
を
除
き
、
尼
崎
市
教
育
委

員
会
刊
行
の
お
も
な
文
化
財
関
連
調
査
報
告
書
及
び
市
民
向
け

冊
子
に
つ
い
て
は
、前
項
の
〔
尼
崎
市
教
育
委
員
会
の
刊
行
物
〕

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

〔
執
筆
者
〕
益ま
す
だ田　

日ひ
よ
し吉
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第
Ⅲ
部
特
論
２
「
文
化
財
・
民
俗
」

第
Ⅲ
部
特
論
２
「
文
化
財
・
民
俗
」

特
論
２
　
文
化
財
・
民
俗
２

歴
史
研
究
と
民
俗
学

　
柳
田
國
男
と
日
本
民
俗
学
　
日
本
民
俗
学
の
創
始
者
で
あ
る

柳
田
國
男
は
、明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
飾し
か
ま磨
県
神じ
ん
と
う東
郡
辻
川
（
現

兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
）
の
儒
者
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
二

歳
で
茨
城
県
北
相
馬
郡
布ふ

か
わ川

（
現
北
相
馬
郡
利
根
町
）
に
転
居
し
、

そ
の
後
、
東
京
で
暮
ら
し
、
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
八
七

歳
で
死
去
し
ま
す
。

　

晩
年
、
神
戸
新
聞
社
六
〇
周
年
の
記
念
と
し
て
二
〇
〇
回
に

わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
の
が
『
故
郷
七
十
年
』
で
す
。
柳
田
の

自
伝
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
昭
和
三
四
年
に
の
じ
ぎ
く
文
庫

か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
書
に
は
、
彼
が
幼
い
頃
過
ご
し
た
播
磨
の
暮
ら
し
が
記

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
民
俗
学
の
原
点
と
も
い
え
ま
す
。
子
ど

も
の
頃
の
経
験
か
ら
学
問
へ
の
関
心
を
深
め
た
の
で
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
の
体
験
が
飢
饉
で
す
。
柳
田
は
、
明
治
一
八
年

北
条
（
現
加
西
市
）
で
飢
饉
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
利
根
川
沿
い
の
徳
満
寺
の
地
蔵
堂
で
見
た
「
子
が
え
し

（
間
引
き
）
絵
馬
」
の
衝
撃
を
「
寒
い
よ
う
な
心
に
な
っ
た
こ
と

を
今
も
憶
え
て
い
る
」
と
述
懐
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

飢
饉
と
い
え
ば
、
私
自
身
も
そ
の
惨
事
に
あ
っ
た
経
験
が

あ
る
。
そ
の
経
験
が
、
私
を
民
俗
学
の
研
究
に
導
い
た
一

つ
の
動
機
と
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
飢
饉
を
絶
滅
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
私
を
こ
の
学
問
に

か
り
立
て
、
か
つ
農
商
務
省
に
入
ら
せ
る
動
機
に
も
な
っ

た
の
で
あ
っ
た
。（『
故
郷
七
十
年
』）

と
述
べ
る
の
で
し
た
。
ま
た
、
み
ず
か
ら
の
家
と
家
族
の
不
幸

か
ら
、「

私
の
家
は
日
本
一
小
さ
い
家
だ
」
と
い
う
こ
と
を
、
し

ば
し
ば
人
に
説
い
て
み
よ
う
と
す
る
が
、
じ
つ
は
、
こ
の

家
の
小
さ
さ
、
と
い
う
運
命
か
ら
、
私
の
民
俗
学
へ
の
志

も
源
を
発
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。（
同
前
）

と
も
述
べ
て
い
ま
す
。「
何
故
に
農
民
は
貧
な
り
や
」
と
い
う

課
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
関
心
が
、
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
柳
田
は
、

『
山
の
人
生
』（
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
六
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
）

で
み
ず
か
ら
を
「
耳
が
早
く
て
怖
い
噂
を
た
く
さ
ん
に
記
憶
し

て
い
る
児
童
」
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
書
や

さ
き
に
紹
介
し
た
『
故
郷
七
十
年
』
に
、
自
身
が
経
験
し
た
神

隠
し
の
こ
と
を
記
し
ま
す
。

　

柳
田
は
四
歳
の
と
き
、
実
在
し
な
い
神
戸
の
叔
母
の
と
こ
ろ

へ
行
こ
う
と
家
を
出
た
り
、「
七
つ
八
つ
か
ら
十
歳
に
な
る
こ

ろ
ま
で
、
私
は
何
度
と
な
く
神
隠
し
の
話
を
耳
に
し
」「
子
供

心
に
本
当
の
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
」
と
記
し
て
い
ま

す
。
ま
た
七
歳
の
と
き
に
、
近
所
の
青
年
の
悪
戯
で
連
れ
去
ら

れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
、「
私
の
眼
の
色
が
こ
の
刺
戟

の
た
め
に
、
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
た
」
こ
と
で
、
柳
田
家
で

は
大
問
題
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
一
一
歳
の
と
き
に
は
、
母

親
や
兄
弟
と
茸
採
り
に
行
っ
た
際
、
同
じ
と
こ
ろ
を
廻
っ
て
い

る
間
に
「
よ
ほ
ど
変
な
顔
」
に
な
り
、
母
に
背
中
を
叩
か
れ
て

正
気
に
な
っ
た
こ
と
を
神
隠
し
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
柳
田
は
市
川
流
域
の
カ
ッ
パ
（
ガ
タ
ロ
）
に
つ
い
て
、

辻
川
あ
た
り
で
は
河
童
は
ガ
タ
ロ
と
い
う
が
、
随
分
い
た

ず
ら
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
子
供
の
こ
ろ
に
、
市
川
で

泳
い
で
い
る
と
お
尻
を
ぬ
か
れ
る
と
い
う
話
が
よ
く
あ
っ

た
。
そ
れ
が
河
童
の
特
徴
な
わ
け
で
、
私
ら
の
子
供
仲
間

で
も
そ
の
犠
牲
に
な
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
毎
夏
一
人

ぐ
ら
い
は
、
尻
を
抜
か
れ
て
水
死
し
た
話
を
耳
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
市
川
の
川
っ
ぷ
ち
に
駒
ヶ
岩
と
い
う
の
が
あ

る
。今
は
小
さ
く
な
っ
て
頭
だ
け
し
か
見
え
て
い
な
い
が
、

昔
は
ず
い
ぶ
ん
大
き
か
っ
た
。
高
さ
一
丈
も
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
か
ら
石
の
根
方
が
水
面
か
ら
下
へ
ま
た
一
丈

現
代
の
民
俗
調
査　
尼
崎
市
猪
名
寺
で
地
元
住
民
の
案
内
に

よ
り
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
う
園
田
学
園
女
子
大
学
の

学
生
た
ち　
平
成
二
六
年
五
月
一
八
日
撮
影

ぐ
ら
い
あ
っ
て
、
蒼
々
と
し
た
淵
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ

で
子
供
が
よ
く
死
ぬ
の
で
あ
る
。
私
も
も
う
少
し
で
死
に

か
か
っ
た
経
験
が
あ
る
。（『
故
郷
七
十
年
』） 

と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
柳
田
は
小
さ
な
祠
に
納

め
ら
れ
て
い
る
珠
を
見
て
、
昼
の
空
に
星
を
見
る
と
い
う
「
神

秘
的
な
暗
示
」
を
う
け
た
こ
と
も
記
し
て
い
ま
す
。
感
受
性
豊

か
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
体
験
か

ら
柳
田
は
、
不
思
議
な
こ
と
や
異
界
に
関
心
を
よ
せ
ま
す
が
、

折
口
信
夫
は
、「
先
生
の
学
問
」（『
民
俗
学
新
講
』
明
世
堂
書
店
、

一
九
四
七
）
の
な
か
で
、

一
口
に
言
へ
ば
、
先
生
の
学
問
は
、「
神
」
を
目
的
と
し

て
ゐ
る
。
日
本
の
神
の
研
究
は
、
先
生
の
学
問
に
着
手
さ

れ
た
最
初
の
目
的
で
あ
り
、
其
が
又
今
日
に
お
い
て
最
も

明
ら
か
な
対
象
と
し
て
浮
き
上
つ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

と
い
い
ま
す
。
幼
い
頃
の
体
験
か
ら
神
霊
の
世
界
へ
の
関
心
を

強
め
て
い
き
、
民
俗
学
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
柳
田
國
男
は
、
名
も
な
い
庶
民
に
眼
差
し
を
む

け
、
そ
の
暮
ら
し
を
研
究
す
る
こ
と
か
ら
、
物
心
両
面
か
ら
彼

ら
の
幸
せ
を
追
求
し
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　
歴
史
と
民
俗
　
さ
て
、
柳
田
國
男
は
み
ず
か
ら
の
学
問
を
次

の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

事
象
そ
の
も
の
を
現
象
と
し
て
、あ
り
の
ま
ゝ
に
凝
視
し
、

「
わ
か
つ
て
居
る
」、「
当
た
り
前
だ
」
と
い
は
れ
て
居
る

其
奥
の
真
理
を
洞
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
常
民
の
自
ら
知

ら
な
か
つ
た
こ
と
、
今
も
尚
知
ら
な
い
こ
と
に
心
づ
く
こ

と
が
、
我
々
の
学
問
な
の
で
あ
る
。

（
柳
田
國
男
『
民
間
伝
承
論
』
共
立
社
、
一
九
三
四
、『
柳
田
國

男
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
）

　
「
常
民
」
は
、
名
も
な
い
庶
民
を
示
す
柳
田
の
術
語
で
す
が
、

日
々
の
暮
ら
し
に
お
け
る
「
当
た
り
前
」
に
潜
む
「
奥
の
真
理
」

を
追
究
す
る
こ
と
に
学
問
の
目
的
を
お
い
て
い
ま
す
。そ
し
て
、

『
青
年
と
学
問
』（
日
本
青
年
館
、
一
九
二
八
、『
柳
田
國
男
全
集
』

第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
）
に
、

自
分
た
ち
の
一
団
が
今
熱
中
し
て
居
る
学
問
は
、
目
的
に

於
い
て
は
多
く
の
歴
史
家
と
同
じ
い
。
只
方
法
だ
け
が
少

し
新
し
い
の
で
あ
る
。

と
民
俗
学
は
歴
史
学
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

昭
和
一
六
年
一
一
月
一
七
日
の
西
部
朝
日
新
聞
社
講
堂
に
お
け

る
「
最
近
の
文
化
運
動
と
民
俗
学
」
と
題
し
た
講
演
会
で
、

民
俗
学
と
い
う
学
問
は
、
妙
な
ふ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
簡
単
に
い
う
な
ら
ば
、
文
化
史
を
明
ら
か

に
す
る
道
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
発
展
性
の
あ
る
、
時
代
性

の
あ
る
文
化
を
日
本
の
た
め
に
、
一
つ
の
固
ま
っ
た
も
の

と
し
て
や
る
学
問
で
す
。
文
化
史
学
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
今
野
圓
助
『
柳
田
國
男
随
行
記
』
秋

山
書
店
、
一
九
八
三
、『
柳
田
國
男
全
集
』
第
三
四
巻
、
筑
摩
書

房
、
二
〇
一
四
）

と
い
い
、
民
俗
学
は
「
文
化
史
学
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
「
少
し
新
し
い
」
方
法
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
現

在
の
「
当
た
り
前
」
の
暮
ら
し
、
つ
ま
り
日
常
生
活
に
視
点
を

置
い
て
、
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
し
た
。

　

田
中
久
夫
「
歴
史
学
と
し
て
の
民
俗
学
」（『
日
本
民
俗
学
』

第
二
〇
〇
号
、
一
九
九
四
・
一
一
、
の
ち
に
同
『
祖
先
祭
祀
の
展
開　

日
本
民
俗
学
の
課
題
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
九
に
収
録
）
に
は
、

伝
承
資
料
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
伝

承
の
在
り
方
を
知
り
、
そ
れ
を
時
代
順
に
見
て
変
化
の
後

を
知
る
。
現
在
残
る
伝
承
か
ら
記
録
の
文
字
の
意
味
を
知

り
、
そ
れ
を
重
ね
て
歴
史
的
変
遷
の
跡
を
知
る
。
そ
れ
が

何
故
そ
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
、
そ
の
変
化
の
必
然
を

明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
考
え
る
基
準
は
ど
こ
ま
で
も

現
在
の
民
俗
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
民
俗
の
分
析
が
必
要

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
も
し
っ
か
り

し
た
民
俗
調
査
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と

に
同
時
代
な
ら
ば
そ
の
変
化
の
理
由
も
あ
き
ら
か
に
す
る

こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
ま
す
。
歴
史
資
料
と
民
俗
資
料
を
重
層
的
に
重
ね

あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
な
「
変
化
の
必
然
」
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
柳
田
國
男
に
師
事
し
た
経

歴
を
持
つ
千
葉
徳
爾
は
、
柳
田
か
ら
直
接
・
間
接
に
学
ん
だ
こ

と
を
伝
え
る
と
す
る
文
章
の
な
か
で
、
柳
田
に
と
っ
て
の
歴
史

の
研
究
は
人
々
が
営
ん
で
き
た
暮
ら
し
の
な
か
で
忘
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
「
理
由
」
を
思
い
出
す
作
業
で
あ
り
、

昔
あ
っ
た
も
の
ご
と
が
そ
の
ま
ま
現
在
も
あ
る
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ま
の
も
の

ご
と
も
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な

く
、
未
来
は
必
ず
変
わ
る
は
ず
で
、
昔
の
も
の
ご
と
が
変

わ
っ
て
き
た
過
程
が
わ
か
れ
ば
、
い
ま
の
も
の
ご
と
を
変

え
て
い
く
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
か
も
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
変
わ
っ
て
い
く
に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
あ
り
、

ま
た
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
必
要
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ

の
ど
れ
を
と
る
か
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
人
々

の
判
断
が
働
い
た
か
ら
、
そ
の
判
断
が
正
し
か
っ
た
り

誤
っ
て
い
た
り
し
て
い
た
こ
と
で
、
結
果
は
よ
く
も
悪
く

も
な
っ
た
の
で
あ
る
。（『
福
崎
町
史
』
第
一
巻
、
一
九
九
四
）

と
述
べ
て
い
ま
す
。「
い
ま
」「
こ
こ
」
で
の
「
当
た
り
前
」
の

暮
ら
し
を
研
究
す
る
こ
と
か
ら
、
時
代
に
よ
る
社
会
や
文
化
の

変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
将
来
へ
の
指
針
を
得
る

こ
と
も
可
能
と
な
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
聞
き
取

り
調
査
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
い
ま
す
が
、
そ
こ
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で
の
営
み
は
、

山
間
や
海
辺
の
村
々
を
歩
い
て
老
人
に
会
い
、
そ
の
日
常

に
あ
る
古
風
な
習
俗
を
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
研
究

者
自
身
の
な
か
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
存
在
に
な
っ
て
い
る

民
俗
を
、
老
人
た
ち
が
保
持
し
て
い
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
民

俗
に
対
置
さ
せ
、
そ
の
間
の
脈
絡
を
確
認
し
あ
う
意
味
を

も
っ
て
い
る
。
お
な
じ
野
外
調
査
の
名
で
よ
ば
れ
て
い
て

も
、
考
古
学
者
の
発
掘
す
る
遺
物
・
遺
跡
は
久
し
い
あ
い

だ
土
中
に
埋
も
れ
、
こ
の
世
か
ら
断
絶
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
民
俗
学
は
野
外
に
で
る
け
れ
ど
も
、
実
際
は
そ
れ

を
媒
介
と
し
て
自
分
自
身
の
な
か
に
あ
る
も
の
を
同
時
に

発
掘
し
て
い
る
。

（
高
取
正
男
「
日
本
史
研
究
と
民
俗
学
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』

別
巻
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
、『
民
間
信
仰
史
の
研
究
』
法

蔵
館
、
一
九
八
二
）

と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
民
俗
学
の
研
究
を
ま
と
め

た
も
の
が
（
図
１
）
で
す
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
場
で
は
、
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
伝

承
者
と
話
を
聞
く
調
査
者
が
い
ま
す
。
両
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
聞
き
取
り
調
査
で
す
。
ま
た
、
祭
礼
や
行
事
、
技
術

に
つ
い
て
は
参
与
観
察
調
査
と
な
り
ま
す
。
そ
の
場
で
は
、
話

さ
れ
た
言
葉
や
見
え
て
い
る
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
伝
承
者
の

持
つ
無
数
の
記
憶
・
経
験
・
体
験
か
ら
、
調
査
者
の
関
心
の
あ

る
「
民
俗
」
を
聞
き
出
し
、文
字
化
す
る
作
業
を
行
な
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
の
「
当
た
り
前
」
の
日
常
の
記
憶
は
、
記
録
し
な

い
と
消
滅
し
て
し
ま
う
た
め
、
記
録
化
す
る
場
が
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

通
常
の
歴
史
の
研
究
は
、
過
去
の
人
々
が
書
き
残
し
た
文
献

史
料
を
厳
密
に
読
み
、
解
釈
し
、
歴
史
像
を
構
築
し
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
に
比
べ
て
民
俗
学
に
よ
る
歴
史
研
究
は
、
記
録
を
書

き
残
す
作
業
と
書
き
残
さ
れ
た
資
料
（
歴
史
資
料
、
民
俗
資
料
）

の
読
解
と
い
う
二
段
階
の
作
業
で
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、
人
々
の
も
つ
記
憶
や
伝
承
を
ど
の
よ
う
に

書
く
の
か
と
い
う
点
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
柳
田
國
男
は
、「
民

俗
語
彙
」
と
い
う
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
伝
え
ら
れ
て
き

た
言
葉
を
大
切
に
厳
密
に
記
録
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
書
き
残
さ
れ
た
史
料
を
読
み
解
く
際
に
も
重
要

だ
と
い
え
ま
す
。

　
民
俗
学
の
範
囲
　
そ
れ
で
は
、「
民
俗
」
と
は
ど
の
よ
う
な

内
容
で
し
ょ
う
か
。
柳
田
國
男
著
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』（
刀

江
書
院
、
一
九
三
五
、『
柳
田
國
男
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
九
八
）
に
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
一
部　

有
形
文
化

　
　

１
住
居　

２
衣
服　

３
食
物　

４
資
料
取
得
方
法

　
　

５
交
通　

６
労
働　

７
村　

８
聯
合　

９
家
・
親
族

　
　

10
婚
姻　

11
誕
生　

12
厄　

13
葬
式　

14
年
中
行
事

　
　

15
神
祭　

16
占
法
・
呪
法　

17
舞
踊　

18
競
技

　
　

19
童
戯
と
玩
具

　

第
二
部　

言
語
芸
術

　
　

１
新
語
作
成　

２
新
文
句　

３
諺　

４
謎　

５
唱
へ
ご
と

　
　

６
童
言
葉　

７
歌
謡　

８
語
り
物
と
昔
話
と
伝
説

　

第
三
部　

心
意
現
象

　
　

１
知
識　

２
生
活
技
術　

３
生
活
目
的　

　

そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
分
類
に
つ
い
て
、

目
は
採
訪
の
最
初
か
ら
働
き
、
遠
く
か
ら
も
活
動
し
得

る
。
村
落
・
住
家
・
衣
服
・
其
他
我
々
の
研
究
資
料
で
目

に
よ
つ
て
採
集
せ
ら
れ
る
も
の
は
甚
だ
多
い
。
目
の
次
に

働
く
の
は
耳
で
あ
る
が
、
是
を
働
か
せ
る
に
は
近
よ
つ
て

行
く
必
要
が
あ
る
。
心
意
の
問
題
は
此
両
者
に
比
し
て
尚

面
倒
で
あ
る
。
自
分
は
第
一
部
を
洒
落
て
旅
人
の
学
と
呼

ん
で
も
よ
い
と
い
つ
て
居
る
。
通
り
す
が
り
の
旅
人
で
も

採
集
出
来
る
部
門
だ
か
ら
で
あ
る
。
之
に
倣
う
て
第
二
部

を
寄
寓
者
の
学
、第
三
部
を
同
郷
人
の
学
と
も
い
ふ
。（
前

掲
『
民
間
伝
承
論
』）

と
し
て
ま
す
。

　

第
一
部
の
「
旅
人
の
学
」
と
は
、
そ
こ
で
の
暮
ら
し
を
旅
人

の
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
り
、
目
で
見
て
理
解
で
き
る
文

（図１）　日本民俗学の研究構造

化
事
象
を
指
し
ま
す
。「
有
形
文
化
」
と
は
、
衣
食
住
を
は
じ

め
と
す
る
モ
ノ
と
年
中
行
事
や
祭
礼
な
ど
の
コ
ト
で
す
。

　

第
二
部
の
「
寄き

ぐ
う
し
ゃ

寓
者
の
学
」
は
、
し
ば
ら
く
そ
の
地
に
滞
在

し
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
と
会
話
を
交
わ
し
、
耳
で
聞
い
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。
昔
話
や
伝
説
な
ど
コ
ト
バ
で
伝

承
さ
れ
る
文
化
で
す
。

　

第
三
部
の
「
同
郷
人
の
学
」
は
、そ
の
土
地
で
生
ま
れ
て
育
っ

た
人
の
感
情
や
信
仰
の
こ
と
を
「
心
意
現
象
」
と
称
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
暮
ら
し
て
き
た
人
々
の
コ
コ
ロ
を
知
る
た
め
の
文

化
事
象
で
す
。

　

こ
の
三
分
類
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
け
る
伝
承
者
と

の
距
離
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
コ
ト
、
モ
ノ
を
観
察
し
、
コ
ト

バ
を
聞
き
、
さ
ら
に
コ
コ
ロ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
民
俗
学
の

目
的
を
示
す
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
柳
田
國
男
が
、
み
ず
か
ら
打

ち
た
て
た
学
問
を
「
郷
土
生
活
の
研
究
」
と
称
し
た
の
は
、
そ

こ
で
生
活
す
る
も
の
が
み
ず
か
ら
の
「
当
り
前
」
の
暮
ら
し
に

目
を
向
け
、
そ
の
意
義
を
考
え
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
た
か

ら
で
し
た
。

　
尼
崎
の
民
俗
―
事
例
研
究
―
　
こ
こ
で
、
尼
崎
市
に
伝
承
さ

れ
て
い
る
民
俗
の
一
例
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
松
原
神

社
（
浜
田
町
一
丁
目
）
で
は
、
毎
年
三
月
一
三
日
に
「
ダ
ン
ゴ

ノ
ボ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
春
祭
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
二

七
年
（
二
〇
一
五
）
三
月
一
三
日
に
実
見
し
た
様
子
を
ま
と
め

て
み
ま
す
。

　

午
後
一
時
三
〇
分
よ
り
、
春
祭
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
神
社
拝

殿
に
氏
子
七
名
と
神
職
二
名
、
巫
女
が
着
座
し
、
修し

ゅ
ば
つ祓
の
後
、

祝
詞
の
奏
上
が
あ
り
、
鈴
、
次
い
で
刀
を
採
り
物
に
し
た
巫
女

の
舞
で
す
。
そ
の
後
、
境
内
の
拝
殿
前
に
設
置
さ
れ
た
二
つ
の

釜
の
前
で
祭
典
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
、
社
務
所
で
白
い
装

束
に
着
替
え
た
巫
女
が
、
釜
の
湯
に
塩
と
洗
米
を
入
れ
て
参
拝

し
、
桶
に
入
れ
た
湯
を
祭
主
に
渡
し
、
祭
主
が
本
殿
に
供
え
ま

す
。
そ
の
後
、笹
を
手
に
取
り
、湯
立
て
神
楽
を
行
な
い
ま
す
。

こ
の
後
、
巫
女
が
本
殿
に
戻
り
、
今
度
は
扇
、
鈴
を
採
り
物
に

し
た
神
楽
を
舞
い
ま
す
。
鈴
の
舞
の
際
に
、
参
列
者
の
頭
の
上

で
鈴
を
振
り
ま
す
。
玉た

ま
ぐ
し
ほ
う
て
ん

串
奉
奠
が
あ
り
、
祭
主
が
本
殿
と
左
右

の
摂
社
に
参
拝
し
た
後
、
参
拝
者
全
員
で
一
礼
し
て
春
祭
は
終

了
し
ま
す
。

　

こ
の
春
祭
が
「
ダ
ン
ゴ
ノ
ボ
ー
」
と
称
さ
れ
る
所ゆ

え
ん以

は
、
本

殿
に
二
つ
と
向
っ
て
右
の
摂
社
二
社
、
左
の
一
社
に
供
え
ら
れ

る
特
別
な
神し

ん
せ
ん饌
に
あ
り
ま
す
。そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

〈
コ
ノ
シ
ロ
の
か
す
む
し
〉
…
コ
ノ
シ
ロ
に
酒
の
か
す
を
の
せ

て
蒸
す
。
焼
き
物
の
替
り
。（
た
だ
し
、
写
真
は
コ
ノ
シ
ロ
が

手
に
入
ら
な
か
っ
た
た
め
鯵あ

じ

を
焼
い
た
も
の
に
酒
の
粕
を
の
せ
て

い
る
）

〈
マ
テ
ガ
イ
二
つ
〉
…
貝
を
ゆ
で
て
身
だ
け
を
ダ
イ
コ
ン
な
ま

す
に
の
せ
る
。

〈
バ
イ
二
つ
〉
…
ゆ
で
て
か
ら
ふ
た
が
開
か
な
い
よ
う
に
止
め

て
お
く
。

〈
ハ
マ
グ
リ
四
つ
〉
…
二
つ
は
水
を
出
す
と
こ
ろ
を
切
っ
て
、

ふ
た
が
開
か
な
い
よ
う
に
ゆ
で
て
お
く
。
も
う
二
つ
は
、
ゆ

で
て
か
ら
お
か
ら
を
つ
め
て
お
く
。

〈
オ
ヨ
ネ
〉
…
大
豆
と
も
ち
米
を
い
っ
て
、
花
が
咲
い
た
様
に

米
を
は
ぜ
さ
せ
た
も
の
。

〈
オ
ヒ
ラ
〉
…
ゴ
ボ
ウ
は
中
を
く
り
ぬ
い
て
皮
だ
け
と
し
た
も

の
を
斜
め
に
切
っ
て
二
切
・
湯
葉
・
し
い
た
け
・
か
ま
ぼ
こ
・

ゆ
で
た
水
菜
。（
湯
と
う
ふ
、
あ
る
い
は
色
麩
が
あ
る
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
い
る
）

〈
塩
味
の
お
は
ぎ
〉
…
米
の
粉
で
細
長
い
団
子
を
五
つ
作
り
、

塩
味
の
あ
ず
き
あ
ん
こ
を
つ
け
る
。

　

こ
の
神
饌
に
つ
い
て
は
、
松
原
神
社
の
祭
神
の
一
つ
で
あ
る

崇
徳
上
皇
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

崇
徳
上
皇
が
讃
岐
に
流
さ
れ
る
途
中
大
風
が
吹
い
て
、
こ

の
地
に
風
を
避
け
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
自
分
た
ち
の
先
祖

が
海
の
物
・
山
の
物
を
差
し
あ
げ
て
お
慰
め
し
た
。
上
皇

が
讃
岐
で
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
、
上
皇
の
喜
ば
れ
た
も
の

を
お
供
え
し
て
、
そ
の
霊
を
お
慰
め
し
て
い
る
と
い
う
。

（『
尼
崎
市
史
』
第
一
〇
巻
）

　

こ
の
伝
承
の
古
い
史
料
と
し
て
は
、『
大お

お
し
ょ
う庄

村
誌
』（
大
庄
村

教
育
調
査
会
、一
九
四
二
）に
記
録
さ
れ
た
、文
禄
三
年（
一
五
九
四
）

五
月
の
年
紀
の
あ
る
浄
専
寺
の
「
縁
起
」
が
あ
り
ま
す
。

（
前
略
）
崇
徳
天
皇
讃
岐
国
ヘ
御
遷
幸
之
時
、
武
内
太
郎

左
衛
門
国
房
之
家
ニ
テ
被
遊
御
休
幸
。
崇
徳
天
皇
崩
御
之

松
原
神
社
の
「
ダ
ン
ゴ
ノ
ボ
ー
」
に
供
え
ら
れ
る
神
饌

平
成
二
七
年
三
月
一
三
日
撮
影
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第
Ⅲ
部
特
論
２
「
文
化
財
・
民
俗
」

後
我
地
ニ
神
社
ヲ
建
テ
奉
鎮
座
ト
雖
モ
、
文
明
年
中
有
事

故
村
社
松
原
之
宮
素
盞
嗚
之
神
社
之
脇
殿
ニ
奉
移
矣
。
然

ル
処
武
内
之
末
第
五
十
二
世
武
内
兵
部
卿
貞
之
本
願
寺
第

八
世
蓮
如
法
主
ニ
帰
依
シ
為
僧
法
名
号
紹
郡
。
此
時
賜
浄

専
寺
号
。
如
斯
現
地
ニ
一
宇
ヲ
建
テ
号
宿
禰
山
浄
専
寺
。

由
緒
如
斯
。

    　
　

文
禄
三
午
年
五
月

    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
内
久
左
衛
門
時
茂

　

浄
専
寺
は
松
原
神
社
の
東
に
隣
接
す
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

の
寺
院
で
す
。
寺
院
が
成
立
す
る
以
前
は
、
武
内
家
が
崇
徳
上

皇
の
逗
留
し
た
家
で
あ
り
、
崇
徳
上
皇
を
祀
っ
て
き
た
と
あ
り

ま
す
。
ま
た
、『
大
庄
村
誌
』
に
は
、
武
内
家
の
「
古
書
三
通
」

の
一
つ
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
録
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

崇
徳
天
皇
讃
岐
国
ヘ
御
幸
配
之
御
砌
大
風
ニ
テ
海
中
浪
高

ニ
付
キ
当
地
ヘ
カ
カ
ラ
セ
ラ
レ
テ
武
内
太
郎
家
ニ
御
休
幸

被
遊
其
時
ニ
天
皇
ヘ
奉
戴
之
品
ハ
海
近
キ
御
品
こ
の
し

ろ
、
は
ま
ぐ
り
、
ま
て
、
か
き
　
天
皇
イ
タ
ク
御
感
悦
之

余
リ
わ
す
れ
ぬ
の
御
製
並
ニ
す
く
ね
つ
か
の
御
製
被
為
染

武
内
ヘ
賜
ハ
ル
時
ニ
文
明
年
中
大
浪
ニ
テ
水
失
ス
、
右
之

由
緒
ア
ル
ヲ
以
テ
今
ニ
至
リ
テ
毎
年
二
月
十
八
日
天
皇
之

御
祭
典
ニ
前
書
之
御
品
ヲ
神
前
ニ
献
ジ
奉
ル
祭
神
之
由
緒

ニ
別
記
ス

後
醍
醐
天
皇
隠
岐
国
遷
幸
之
折
新
浜
田
村
菜
切
之
里
ニ

御
休
幸
ニ
テ
寺
井
氏
ヲ
御
在
所
ト
ナ
シ
給
フ
其
時
「
菜

切
の
里
に
宿
り
て
」
の
御
製
ヲ
又
紫
袈
裟
寺
井
武
内
之

両
人
賜
ハ
ル
ト
云
フ

崇
徳
天
皇
　
神
祭
毎
年
二
月
十
八
日
奉
献
御
品
、
鱅
蟶

蛤
蠣
唄
糯
団
子
　
右
之
御
品
々
奉
献

此
団
子
奉
祭
ト
名
ク
世
ニ
団
子
奉
ト
云
フ

往
古
ハ
武
内
家
ノ
別
格
祭
也

　

こ
の
記
録
か
ら
、
浜
田
に
は
二
つ
の
流
さ
れ
人
の
伝
承
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
崇
徳
天
皇
と
後
醍
醐
天
皇
が
、

そ
れ
ぞ
れ
武
内
家
、
寺
井
家
に
滞
在
し
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
前
者
ゆ
か
り
の
行
事
を
旧
暦
二
月
一
八
日
の
ダ
ン
ゴ
ノ

ボ
ー
（
団
子
奉
祭
、
団
子
奉
）
と
い
い
、
現
在
の
神
饌
と
は
異
な

る
牡
蠣
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
海
産
物
は
同
じ

も
の
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
『
大
庄
村
誌
』
掲
載
の
武

内
家
「
家
記
伝
」（
天
文
一
九
年
、
一
五
五
〇
）
に
は
、
文
明
七

年
（
一
四
七
五
）
の
大
風
・
高
潮
に
よ
っ
て
多
く
の
史
料
が
消

失
し
た
と
あ
り
、
伝
承
を
記
し
た
記
録
は
貴
重
な
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
松
原
神
社
の
祭
祀
は
、「
宮
座
」
と

よ
ば
れ
る
組
織
で
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。「
天
和
元
酉

年
（
一
六
八
一
）
…
浜
田
村
牛ご

ず頭
天て
ん
の
う王
宮
衆
七
人
之
内
廻
り
持
」

ち
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
は
、
浜
田

村
に
は
宮
座
は
な
く
庄
屋
が
勤
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
天

明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
は
八
名
が
宮
座
を
つ
と
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
し
た
（「
浜
田
村
に
宮
座
な
き
旨
請
け
書
」
天
明
元
年
、

岡
本
俊
二
文
書
、『
尼
崎
市
史
』
第
六
巻
）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
年

に
訴
訟
が
あ
り
、
天
明
五
年
に
は
、
旧
来
の
宮
座
五
名
を
「
北

宮
講
」
と
し
、
新
た
に
二
四
名
か
ら
な
る
「
南
宮
講
」
が
結

成
さ
れ
ま
す
。「
浜
田
村
宮
座
一
件
取
替
せ
証
文
」（
天
明
五
年
、

岡
本
俊
二
文
書
、
同
前
）
に
は
、

一
　
正
月
注
連
餝

（
飾
）
り
之
儀
は
双
方
講
中
よ
り
立
合
相
調
、

　
　
御
鏡
餅
は
双
方
よ
り
可
献
事

一
　
二
月
十
八
日
神
事
は
北
宮
講
よ
り
御
供
可
献
事

一
　
節
句
式
日
は
都
て
双
方
講
中
よ
り
御
供
可
献
事

一
　
十
月
五
日
神
事
は
南
宮
講
よ
り
御
供
可
献
事

一
　
十
一
月
十
六
日
神
事
は
双
方
よ
り
御
供
可
献
事

と
あ
り
、
正
月
は
北
南
の
宮
講
双
方
、
二
月
一
八
日
の
ダ
ン
ゴ

ノ
ボ
ー
の
供
物
は
北
宮
講
、一
〇
月
五
日
の
秋
祭
り
は
南
宮
講
、

一
一
月
一
六
日
の
オ
ヒ
タ
ケ
祭
り
は
双
方
で
行
な
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
神
社
の
年
中
行
事
は
、祭
日
は
変
わ
っ

て
い
る
も
の
の
、
現
代
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
北
講
（
五
名
）
南
講
（
二
五
名
）
が
一
緒
に
上
番
・

下
番
（
三
名
ず
つ
）
と
い
う
宮
当
番
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ダ
ン
ゴ
ノ
ボ
ー
の
供
物
は
北
講
が
交
替
で
整
え
て
い

ま
す
。
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
は
、
北
講
の
六
家
が
、「
七
組
作
っ

て
供
え
た
あ
と
、
各
家
に
一
組
ず
つ
お
さ
が
り
と
し
て
配
り
、

う
ち
一
組
は
浄
専
寺
へ
持
っ
て
い
く
」（『
尼
崎
市
史
』
第
一
〇
巻
）

と
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
五
軒
で
五
つ
の
供
物
と
な
り
、
浄
専

寺
に
持
っ
て
い
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
時
、
北
講
は
三
家

と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
の
供
え
物
は
途
絶

え
る
こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
松
原
神
社
の
ダ
ン
ゴ
ノ
ボ
ー
は
、
時
代
と
と

も
に
担
い
手
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
毎
年
繰
り
返
す
こ
と
に

よ
っ
て
崇
徳
上
皇
の
話
を
伝
え
、
地
域
の
人
々
の
記
憶
に
刻
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。
コ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
バ
を
伝
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
コ
コ
ロ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

宮
本
常
一
が
「
生
活
の
伝
統
」（
昭
和
五
三
年
五
月
）
と
い
う

講
演
で
、
伝
統
と
は
、「
自
分
の
生
活
を
ど
の
よ
う
に
守
り
、

そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
く
か
、
い
っ
た
か
、
そ
の
人
間
的
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で

す
」（『
炉
辺
夜
話　

日
本
人
の
く
ら
し
と
文
化
』
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
〇
五
）
と
述
べ
た
よ
う
に
、
民
俗
を
伝
承
す
る
力
は
、
地

域
に
と
っ
て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

〔
執
筆
者
〕
大お
お
え江　

篤あ
つ
し
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